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市役所各課　1２２・３３２１�
　台風２３号に関係する窓口については１１月末まで、土、
日も平日どおり行います。�
　１２月から平常の業務体制になります。�
�
�
◆罹災証明とは�
　　地震や風水害などの災害により家屋、車などに被害を
　受けた人が保険金の請求、税の減免申請、融資などの手
　続きで必要な場合に罹災証明を発行します（無料）。�
◆ところ　市役所１階コンコース（１１月中）�
◆時　間　午前９時～午後６時（１２月からは午後５時まで）�
　　　　　（１１月中は土、日も受け付けています。１２
　　　　　月からは平日のみ）�
◆必要なもの　　印鑑　　車の場合は車検証、または納税
　証明書の写し�
◆申請期限　罹災証明書の発行期限はありません。添付書
　類として必要になってから申請してください。�
◆第２次調査後の証明　床上浸水の住家については、第二
　次調査の結果を通知しています。必要に応じて申請して
　ください。�
�
�
�
�
市役所２階水道事業所　1２２・３３２１�
◆対　象　住家が全壊、半壊、または床上浸水の被害を受
　けられた世帯（事業所は除く）。�
◆減免金額　２，１００円（消費税込み）を減免します�
◆減免時期・方法　１１月２０日以降の納付分から２，１
　００円を差し引き、使用料をいただきます（１０月２０
　日～１２月２０日検針分）。�
◆手続きは不要　市が行った被害調査に基づき、減免措置
　を行いますので、あらためて手続きは不要です。�
�
�
市役所１階税務課　1２２・３３２１�
　台風２３号により被害を受けた土地に対して固定資産税・
都市計画税の減免をします。対象は、平成１６年度３期、
４期分に限ります。�
農地の場合�
◆対　象　台風２３号による地盤の流失や埋没の被害面積
　が、当該土地面積の２割以上の農地（畦畔の損壊は対象
　外）�
◆減免割合�
　被害面積の割合　　　  軽減または免除割合�
　10分の８以上　　         全額�
　10分の６以上８未満 　 10分の８�
　10分の４以上６未満 　 10分の６�
　10分の２以上４未満 　 10分の４�
＊減免額計算例�
　評価額が１２０円／m 、面積が１，０００m の農地で
３００m が流失した場合、被害面積の割合は１０分の３で、
減免割合は１０分の４となります。これを税額から免除す
ると３期分、4期分あわせて３００円の免除額となります。�
�

宅地の場合�
　台風２３号による地盤の流失や、山崩れなどによる埋没
などの被害面積が当該土地の面積の２割以上である土地が
対象になります。�
◆受付場所　市役所１階税務課固定資産係�
◆申請期限　１２月２０日（月）まで�
◆申請に必要なもの　印鑑�
�
�
◆減免対象となる税目�
　個人市県民税�
　固定資産税・都市計画税�
　国民健康保険税�
　介護保険料�
◆減免対象となる基準〔税（料）目により内容が異なりま
　す〕�
　床上浸水以上の被害（半壊などを含む）�
　介護保険料については、半壊以上の被害�
◆詳しくは、市役所税務課へお問い合わせください。�
�
�
洲本市健康福祉館介護福祉課　1２２・９３３３�
　台風２３号により、全・半壊、床上浸水以上の被害を受
けた場合、介護保険利用者負担額が６か月間減額（免除）
になります。�
　減額、免除については担当のケアマネジャーと相談して、
市役所介護福祉課へ申請してください。�
◆申請に必要なもの�
　介護保険利用者負担額減額・免除申請書�
　罹（り）災証明書の写し�
　印鑑�
�
�
市役所１階市民課　1２２・３３２１�
　住宅や家財が被害（財産の２分の１以上）を受けた場合、
保険料の免除が受けられます。申請には、罹（り）災証明
書（コピー可）が必要です。�
　全・半壊の場合は罹災証明書を、床上浸水の場合は、罹
災証明書と申立書が必要です。�
　また、床下浸水の場合も免除に該当する場合があります
ので、市民課へお問い合わせください。�
　申請期限は１１月末までです。�
�
�
市役所２階情報政策課　1２２・３３２１�
◆ケーブルテレビ使用料減免�
　全・半壊、床上浸水以上の被害を受けた世帯は、３か月
全額免除になります。�
◆インターネット休止届制度�
　全・半壊、床上浸水以上の被害を受けた世帯のインター
ネット休止届けを受理します。�
いずれも受付期間は１２月２４日（金）まで�
�
�
�
　台風２３号に関する各種相談コーナーが設置されていま
す。�

広報すもと号外（第３号）�洲本市災害対策本部（122ー3321）�

台風23号災害情報�
�

罹（り）災証明の発行�
市税などの減免�

ケーブルテレビ使用料減免等�

国民年金保険料の免除�

税などの減免、納期延期�

相談コーナーの設置�２� ２�
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�
�
　敷地の整地や被災住家の解体、改修などの相談は、洲
本建設業組合（1２６・０６９０）へ。�
�
�
　被災した家屋の修繕、畳の新調、クロスの張替え、屋
根のかけ直しなどの相談は、兵庫県土建一般労働組合淡
路支部（1２２・０９２９）へ。（平日午前９時～午後
５時）�
�
�
　水害からの住宅復旧などについて、専門家のボランテ
ィアが相談に応じます。�
◆と　き　１１月中の土、日の午前１０時～午後５時�
◆ところ　洲本市民会館�
◆内　容　　住宅の再建や改修、補修方法　大工、左官
　屋、畳屋の紹介など�
　電話相談（相談日のみ）は、市民会館（1２２・３３
２１）へ。�
�
�
　兵庫県弁護士会主催による無料法律相談会が開かれま
す。�
◆と　き　１２月４日（土）、午後１時～４時�
◆ところ　洲本市民会館�
　予約は1０７８・３４１・７０６１へ。�
�
�
　洲本商工会議所では、中小企業の特別相談窓口を開設
しています。�
　詳しくは、同会議所（1２２・２５７１）へ。�
�
�
　住宅や宅地相談、公庫融資相談を受け付けます。�
◆と　き　１１月３０日までの午前１０時～�
　午後５時まで（休日も実施）�
◆ところ　淡路県民局４階会議室�
　詳しくは、淡路県民局県土整備部（1２６・３２４６
）へ。�
�
�
　台風２３号に関連する各種貸付金の受付窓口を設置し
ています。�
◆ところ　洲本健康福祉館�
◆時　間　午前９時～午後６時（１２月からは午後５時
　まで。受付は平成１７年１月３１日まで。）�
�
�
洲本市健康福祉館介護福祉課　1２２・９３３３�
◆対象者　　�
台風２３号により住居や家財に被害を受けた人�
　家財の３分の１以上が損害を受けた世帯�
　住居が全・半壊�
　住居の全体が滅失か流出した世帯�
◆貸付限度額�
　家財の３分の１以上が損害を受けた世帯（床上浸水）
　１５０万円�
　住居が半壊した場合　１７０万円�
　住居が全壊した場合　２５０万円�
　住居の全体が滅失か流出した世帯　３５０万円�
◆所得制限�
世帯人員　 市民税における前年の総所得金額�
１人 　　　２２０万円�
２人 　　　４３０万円�

３人 　　　６２０万円�
４人 　　　７３０万円�
５人以上 　一人増すごとに３０万円を加算�
但し、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円�
◆償還方法など�
　償還期間　１０年（据置期間３年）�
　利率　３　�
　連帯保証人１人が必要�
　住家被害第２次調査結果のお知らせ（黄色の用紙）を
お持ちください。�
�
�
洲本市健康福祉館介護福祉課　1２２・９３３３�
◆対象者�
　本年の台風第１６号、１８号、２１号、２３号で住宅
　に全壊、半壊、床上浸水以上、または自家用自動車の
　被害を受けた人。�
　年齢が満２０歳以上。�
　世帯主か生計維持者で、前年総所得額が７３０万円以
　下の人。�
◆資金使途�
　自家用自動車の修理、買換え�
　居住箇所の補修�
◆融資額　３００万円以内�
◆利　率　無利子（県と市が負担します）�
◆申込期間　平成１７年１月３１日まで。�
◆償還期間　５年以内�
◆必要書類�
　罹（り）災証明書　印鑑　見積書�
◆取扱金融機関�
　淡路信用金庫　　淡陽信用組合　　日の出農業協同組
　合　　三井住友銀行　ほか�
�
�
�
�
市役所１階環境整備課　1２２・３３２１�
　台風２３号により、ごみ袋をなくされた世帯へは、市
役所環境整備課でごみ袋をお渡しします。�
◆対象世帯　床上浸水以上の被害を受け、指定ごみ袋を
　なくされたり、破損されたりした世帯�
◆配布枚数　当面の使用分として可燃袋十枚（必要に応
　じて不燃袋十枚）�
◆配布場所　市役所環境整備課�
◆配布期間　１１月３０日（火）まで。受領印を持参し
　てください。�
　その後、来年６月までのごみ袋を月割り計算で、可燃
　袋８０枚、不燃袋３０枚を同様の方法でお渡しします
　（今回、配布数は減数します）�
�
�
　台風２３号により被災された住家の解体とごみ処理は
次のとおりです。�
◆解体費用は、個人負担�
◆解体ごみの運搬、処理は、市が承認した業者が行いま
　す（経費は市が負担）。�
◆受付期間　１１月３０日（火）まで。なお、解体ごみ
　の受け入れ期限は、平成１７年１月末まで。�
◆事業対象（次のすべてに該当すること）�
　個人及び集合住宅（事業所は対象外）�
　床上浸水以上の被害を受け、解体を必要とするもの�
　解体後、現地で建て替えをするもの�
　なお、解体される場合は、あらかじめ、市役所環境整
備課へ相談してください。�
�

中小企業の融資相談�

住宅復興相談センター�

被災者生活復興資金�

災害援護資金�

貸付制度の受付・相談�

ごみ袋の配布など�
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家屋の修繕などの相談窓口�
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